
江戸人と歌舞伎              

                                                NO.５    １DS06178N 川畑泰子 

 

１ 江島生島事件 

幕府が徹底した歌舞伎弾圧に乗り出したきっかけである。 

【経緯】 

正徳 4 年 1 月 12 日（1714 年 2 月 26 日）、江戸城大奥の御年寄・江島は木挽町（現在の東京都中央区東銀座界

隈。歌舞伎座周辺）の芝居小屋・山村座にて生島の芝居を見た。 

芝居の後、江島は生島らを茶屋に招いて宴会を開いたが、宴会に夢中になり大奥※１の門限に遅れてしまった。 

大奥七ツ口の前で通せ、通さぬの押し問答をしている内にこの事が江戸城中に知れわたる事になり、二人が密会

をかさね情を通じていたと糾弾され、政治問題化となった。 

そして関係者１５００余人が処分される事件※２となったのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表現の制限】 

江島生島事件を裁いた稲生次郎左衛門が町奉行となった。 

その後、役者への差別・実在の人物や事件の狂言化を禁じた。また「心中・姦通を煽る」として心中物の上演を禁じ

風俗規制の標的とされた。 

 

 

 

 

 

 

２、その後の影響 

※１ 当時の大奥には、現将軍・家継の生母・月光院を中心とする勢力と前将軍・家宣の正室・天英院を中心とする勢力とがあった。

月光院が家継の学問の師である新井白石や側用人の間部詮房らと親しい事から、大奥では月光院側が優勢であった。この事件は

天英院側にとって、勢力を挽回するための絶好の機会であった。天英院は家宣・家継の元で幕政を牛耳っていた新井白石・間部詮

房を追い落とすため、譜代大名（関ヶ原の戦い以前からの徳川氏の家臣）や 5代将軍・綱吉時代からの老中達とこの事件を画策した

という説がある。 

 

※2 月光院の嘆願により、江島は高遠藩お預けとなったが、事実上の流罪であった。生島は三宅島への遠島、山村座の座元も伊

豆大島への遠島となって、山村座は廃座。この巻き添えを食う形で江戸中にあった芝居小屋は簡素な造りへ改築を命ぜられ、夕刻

の営業も禁止された。このほか、取り巻きとして利権を被っていた大奥御殿医や、幕府呉服師、さらには材木商らも遠島や追放の処

分を受けるなど、大奥の風紀粛正のために多数の連座者が出された。最終的に 1500名余の人々が罰せられたと言われている。 

この事件については明治以降、芝居の演目に取り上げられるようになった。また昭和 28年（1953年）、東京新聞

に連載された舟橋聖一の小説「絵島生島」が評判となり、事件のあらましが世の人々に広く知れ渡った。 

更にこの小説は脚本化され歌舞伎座で上演されるようになる（この歌舞伎や多くの芝居物では、江島が生島を大

奥に連れ込んで情事に及んだ事になっているが、それはあくまで脚色で事実ではないとされている）。 

以降、多くの小説家がこの事件をテーマに小説を執筆、また他にも長唄に詠まれたり、最近では映画やテレビド

ラマにも取り上げられている。 



2 弾圧の影響 

山村座の座元山村長兵衛は流罪となったため、山村座は取り潰され、幕府は劇場数を制限し中村座、市村座、森

田座のみを劇場として定め、ほかを一切禁止とした。（江戸三座の始まり） 

三座の特権化によってこの時代から、歌舞伎界の門閥制、世襲制が促された。 

また芝居関係者を芝居町の中に押し込め、一般社会との交渉、生活、家屋の形にいたるまで厳しく規制を行った。

これをきっかけにしてこの中村座、市村座、森田座の芝居町に特殊な社会と非日常な空間が形成された。 

 

 

 

 

 

 

この政策は江戸以外でも施行され、京都では「七つの櫓」つまり七劇場だったのが、四条河原北側に二座、南側に

一座に限定され、大阪では道頓堀の三座、堀江の一座のみが幕府公認劇場となった。 

３ 三座以外の宮地芝居 

江戸三座はあくまで「特許の常設の大劇場」であって、臨時の小劇場は存在した。 

幕府の公許は町奉行所で出され、寺社の敷地内は町奉行の管轄外であった。そこで神社・寺の境内や門前の広

場に小屋掛けして興行を行ったのである。 

【宮地芝居】 

祭礼・勧進・開帳という余興という名目で寺社奉行の臨時の許可を得て行ったものを宮地芝居といった。 

宮地芝居を最初に始めたのは笠屋三勝で、正保２年（1645 年）、江戸の芝神明宮で興行したのが最初といわれて

いる。ほかに浅草寺、神田明神、湯島天神、市ヶ谷八幡などに次々と小屋が設けられてた。 

 

 

 

 

宮地芝居は野外の仮設舞台であり、短期間、期日限定が建前であった。 

だが寛文元年（１６６１年）江戸で１００日間の興行が認められて以来、どこも１００日興行を行うようになりほぼ常設の

劇場と変わらなくなった。 

 

このほかにも新開地に賑わいをもたらすために特別に許された興行や、薬・化粧品などの宣伝販売の客寄せ名義

で上演されたものなどがあった。 

江島生島事件以降も黙許の形で興行を続け、文化文政の時代には江戸には２０余以上の小芝居劇場が存在した

のである。 

 

 

芝居茶屋、飲食店、見世物小屋などが芝居町内に集まり、大劇場を中心とする一大歓楽街へと発展した。 

芝居の衣装、大道具、小道具から、劇場をはじめ町を華やかに彩る飾り、飲食物、みやげ物、衣食住全般

にわたり芝居町の外との商店街も後に増えていき一大産業へと強く成長するきっかけになったのであっ

た。 

地方にも宮地芝居は存在し、京都では北野天満宮、平野神社、誓願寺。大阪には天満天満宮、生玉

神社、博労町稲荷など各地に存在した。 



歌舞伎と楽器① 

下座 

舞台下手（しもて）［向かって左］の簾（すだれ）のかかった部屋「黒御簾（くろみす）」で演奏されるため、「黒御簾音

楽（くろみすおんがく）」・「御簾内音楽（みすうちおんがく）」ともいわれる伴奏音楽をさす。 

相当数の曲数・演奏方法があるが演奏楽器から３つに分かれます。 

 

1つ目は、三味線の伴奏に合わせて唄われる「唄（うた）」である。 

通常複数の「長唄（ながうた）」の「唄方（うたかた）」によって歌われるが中にはしんみりした場面を効果的に表現す

るため、1人の「唄方」によって歌われる「独吟（どくぎん）」も存在する。 

東海道四谷怪談（とうかいどうよつやかいだん）「元の伊右衛門浪宅の場（もとのいえもんろうたくのば）」のお岩によ

る「髪梳き（かみすき）」の場面で歌われる「独吟」は、とりわけ有名。 

 

2つ目は、唄のない三味線曲の「合方（あいかた）」。なお「合方」に歌詞をつけて歌われることもあり、この場合は「唄

入り」とよばれている。 

 

3つ目は、三味線以外の楽器で演奏される「鳴物（なりもの）」。曲もあるが各種効果音も多く存在する。 

 

下座は演奏されるタイミングにより、さまざまな効果を上げるが 

「幕開（まくあき）」」・「幕切（まくぎれ）」や場面転換では「その場面らしさ」を、人物の出入りやせりふの最中には「そ

の役らしさ」を表現する、つまり下座は、音によって舞台の雰囲気を作り出し、観客を舞台に引き込む役割を果たし

ているといえる。 

 

 

市村座の下座で使用された太鼓（ＨＰより引用 
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